
建替え後の大師支所・田島支所における地域活性化に向けた取組

市民文化局コミュニティ推進部区政推進課

川崎区役所 大師支所（地区健康福祉ｽﾃｰｼｮﾝ）

田島支所（地区健康福祉ｽﾃｰｼｮﾝ） 大師分室

※現在、機能はなし

川崎区



令和2（2020）年度 令和3（2021）年度 以降
実施方針に基づき取組を推進

建替え後の大師支所・田島支所における地域活性化に向けた取組

川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する
基本方針（令和２年３月策定） （抜粋）

基本方針に基づく令和２年度の主な取組 （抜粋）

市民文化局コミュニティ推進部区政推進課

① 支所・地区健康福祉ステーションの申請・届出業務を

川崎区役所に一元化し（機能再編）、区役所については

区における行政サービスの総合的な提供拠点とする。

② 支所については地域に密着した取組を推進し、共に支え

合う地域づくりを推進する身近な地域の拠点とする。

③ 支所庁舎の建替えに向けた取組を推進する。

１ 支所庁舎建替えに向けた検討

ア 整備手法や工程の検討

イ 複合化する施設の検討

ウ 「身近な活動の場」や「地域の居場所」としての
活用に向けた検討

エ 防災上の活用の検討

２ 大師分室解体に向けた取組
建物の解体設計を行う。

組織体制変更に伴う条例等改正
手続など

実施方針（案）
の検討

実
施
方
針
の

策
定

市民意見
の把握

実
施
方
針
（案
）

の
公
表

実施方針
の検討

支所庁舎の建替えに向けた取組
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ｺﾒﾝﾄ・
地域説明

※ 機能再編の実施時期については、令和2（2020）年度中に検討を行います。
例えば、支所から川崎区役所に業務を一元化する際に必要となる区役所の業務スペース
として、現在本市組織が入居し、市役所新本庁舎竣工後に利用終了となる民間ビルを活用
する場合、機能再編は新本庁舎竣工後の令和5（2023）～6（2024）年度頃に実施することが
可能性として想定されますが、検討の結果については、改めて実施方針で示す予定です。

今後のスケジュール



建替え後の大師支所・田島支所における地域活性化に向けた取組

・所在地

川崎市川崎区東門前２－１－１

・施設概要（現況）

鉄筋コンクリート造地上３階建て（１９７５年築）

敷地面積：２，３２３．７６㎡

延床面積：２，５８８．３４㎡

・複合化を検討する施設

半径約１ｋｍの範囲内にある周辺公共施設を中心に検討

周辺状況

半径約１ｋｍの範囲内にある周辺公共施設

市民文化局コミュニティ推進部区政推進課

地区市民利用施設 教育文化会館大師分館・川崎図書館大師分館

分
散
型
施
設

消防団器具置場 臨港消防団第１分団、同第２分団

学校 川中島小、殿町小、大師小、東門前小、藤崎小、四谷小、大師中、南大師中

こども文化ｾﾝﾀｰ 大師、殿町

わくわくプラザ 四谷小、川中島小、大師小

保育園 藤崎

老人いこいの家 大師、殿町

わーくす 大師

市営住宅 観音、藤崎、藤崎東、ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ中瀬（借上）

主に市職員利用施設 計量検査所

大師支所の概要

・所在地

川崎市川崎区台町２６－７

・敷地概要

敷地面積：９９１㎡（建ぺい率：６０％、容積率：２００％）

※支所庁舎建替えの種地として活用（その後の活用方法は未定）

大師分室の概要



建替え後の大師支所・田島支所における地域活性化に向けた取組

・所在地

川崎市川崎区鋼管通２－３－７

・施設概要（現況）

鉄筋コンクリート造地上４階建て（１９７５年新築）

敷地面積：２，３７５．７４㎡

延床面積：２，６４４．３２㎡

・複合化を検討する施設

半径約１ｋｍの範囲内にある周辺公共施設を中心に検討

周辺状況

半径約１ｋｍの範囲内にある周辺公共施設
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地区市民利用施設 教育文化会館田島分館、川崎図書館田島分館

分
散
型
施
設

消防団器具置場 川崎消防団第３分団、同第４分団、臨港消防団第３分団

学校 向小、東大島小、田島小、東小田小、渡田小、さくら小、臨港中、田島支援

こども文化ｾﾝﾀｰ 渡田、藤崎、桜本、田島

わくわくプラザ 向小、大島小、渡田小、東大島小、東小田小

保育園 東小田、大島、大島乳児

老人いこいの家 大島、渡田、藤崎、田島、桜本

わーくす 大島

市営住宅 大島、小田、桜本、田島、ｽﾀｰﾌﾞﾙ藤崎（借上）

主に市職員利用施設 消防局小田公舎、消防局鋼管通倉庫

田島支所の概要



建替え後の大師支所・田島支所における地域活性化に向けた取組

ご意見をお聞きしたい事項

新たな大師・田島支所庁舎の建物や敷地の一部（大師支所については分室

敷地含む）を活用して、地域活性化に向けてどのような提案が考えられるか。

※例えば、次の項目における、内容・対象者・必要なスペース等について
ご提案ください。

・土地または建物の活用方法

・土地の暫定的な活用方法（大師分室敷地）

・提供可能なサービス

【お問い合わせ先】
市民文化局コミュニティ推進部区政推進課 担当 鈴木
E-mail：25kusei@city.kawasaki.jp
TEL：044-200-2023

市民文化局コミュニティ推進部区政推進課


